
公共職業訓練と求職者支援訓練の違いは？ 
職業訓練の受講中に手当が受給できる？ 
両者の訓練の違いは下表のようになっています。 
受講する訓練の種類によって、受給できる手当のしくみが異なります。  

 公共職業訓練 求職者支援訓練 

訓練期間 3～6 ヶ月 
4 月開講の１年・２年コースもあります。  

3～6 ヶ月 

1 日の授業時間 
平日は毎日授業 

約 6 時間 
3∼5 時間のコースもあります。 

約 6 時間 

選考試験 学科試験（国語・数学※）と面接 
※場合によっては理科・社会・時事問題もあります。 

原則、面接のみ 

訓練科目 

パソコン、簿記、Web デザイナー、介護職員
実務者研修、医療事務、英語ビジネス、CAD
オペレーター、インテリアコーディネータ
ー、ファイナンシャルプランナー等 

左記のコース、プログラマー、ネイリスト、 
調理、ハーブ・アロマ、エステ、スポーツイン
ストラクター等 

受講中の手当 

(1)雇用保険受給資格者で入校時に基本手当が所定の日数以上残っている方 

①給付制限が途中で解除、開講日から支給
対象 
 

 

 

 

②訓練終了まで基本手当が延長 

 

 

 

③通所手当（上限 42,500 円）と 
1日500 円（最大 40 日分）の訓練手当の受給 
 

(2)上記(1)以外の方で一定の要件を満たす方   

職業訓練受講給付金（月 10 万円の受講手当と通所手当等）の受給が可能となります。 

 職業訓練受講給付金の支給要件につきましては、職業訓練の窓口でご相談ください。 

※雇用保険の受給が終了した方、受講中に終了する方も、その後に要件を満たせば受給が可能です。 

所定給付日数 給付制限あり 給付制限なし 

90 日 31 日 
1 日 

120 日 41 日 

150 日 51 日 31 日 

180 日 61 日 

210 日 71 日 

240 日 91 日 

270 日 121 日 

330 日 181 日 

各種手当の受給ができない方でも、受講料無料（教科書代、各種検定料等除く）で受講可能です。 

失業認定日 
雇用保険受給資格者のみ 

受講中は来所が不要 
入校時に基本手当が所定の日数以上残ってい
ない方は来所が必要です。 

受講中も来所が必要 

 
公的職業訓練は求職活動中の方が、キャリアアップや希望する就職を目指して、必要な職業

スキルや知識を習得することができる制度です。 
職業訓練の窓口では、求職活動中の方が、希望職種へ就職するために適切なコースを選択で

きるように、十分に職業相談を行ってから受講のあっせんを行っています。 
    

 

       

ご不明な点は、お気軽にハローワーク福岡南の職業訓練の窓口へおたずねください！ 

職業訓練コース情報 → 

ハローワーク福岡南 ℡092-513-8609 43♯ Ｒ５．３ .１ 

給付制限期間 

給付制限 
期間 

前倒しで受給開始 

所定給付日数 訓練終了 

所定給付日数 これだけ延長 

支給対象期間 

開講 


